
   　

（
佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
佐
賀
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
の
表
の
み
ど
り
園
の
項
及
び
聖
華
園
の
項
を
削
る
。

　
　

第
三
条
を
削
る
。

　
　

第
四
条
中
「
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
」
を
「
前
条
に
規

定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
管
理
」
に
、「
規
則
で
」
を
「
知
事
が
別
に
」
に
改
め
、
同
条

を
第
三
条
と
す
る
。

　

（
佐
賀
婦
人
寮
設
置
条
例
及
び
佐
賀
県
立
希
望
の
家
条
例
の
廃
止
）

第
二
条　

次
に
掲
げ
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
。

　

一　

佐
賀
婦
人
寮
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十
一
号
）

　

二　

佐
賀
県
立
希
望
の
家
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
佐
賀
県
条
例
第
七
号
）

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

 

（
佐
賀
県
立
福
祉
施
設
の
民
間
移
譲
に
係
る
県
有
財
産
の
譲
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
）

２　

佐
賀
県
立
福
祉
施
設
の
民
間
移
譲
に
係
る
県
有
財
産
の
譲
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

　

（
平
成
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
中
「
次
に
掲
げ
る
施
設
」
を
「
佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
五

年
佐
賀
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
佐
賀
県
立
佐
賀

コ
ロ
ニ
ー
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

　

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

  
 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
九
日

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
 

◎
佐
賀
県
条
例
第
三
十
号

 　
　
　

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例 

1
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（
名
称
、
種
類
及
び
位
置
）

第
二
条　

児
童
福
祉
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
位
置

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　

称

種　
　

類

位　
　

置

虹
の
松
原
学
園

児
童
自
立
支
援
施
設

唐
津
市

　

（
補
則
）

第
三
条　

前
条
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
管
理

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

（
名
称
、
種
類
及
び
位
置
）

第
二
条　

児
童
福
祉
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
位
置

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　

称

種　
　

類

位　
　

置

み
ど
り
園

乳
児
院

佐
賀
市

聖
華
園

児
童
養
護
施
設

佐
賀
市

虹
の
松
原
学
園

児
童
自
立
支
援
施
設

唐
津
市

　

（
指
定
管
理
者
） 

      

第
三
条　

知
事
は
、
聖
華
園
の
管
理
を
法
人
そ
の
他

の
団
体
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

      
２　

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

行
わ
せ
る
管
理
の
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と

す
る
。

 

一　

聖
華
園
の
施
設
の
利
用
に
関
す
る
業
務

二　

聖
華
園
の
施
設
の
維
持
及
び
管
理
に
関
す
る

業
務 

      

３　

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
を
行
わ
せ
る
者

（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
の
指
定
の

手
続
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

      

４　

指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
管
理
の
基
準

に
基
づ
き
、
そ
の
管
理
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

      

　

（
補
則
）

第
四
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

参
考
資
料

第
一
条
（
佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

附
則
第
二
項
（
佐
賀
県
立
福
祉
施
設
の
民
間
移
譲
に
係
る
県
有
財
産
の
譲
与
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
県
立
福
祉
施
設

と
は
、
佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
条
例
（
昭
和

四
十
五
年
佐
賀
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
県
立
福
祉
施
設
と

は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

改　
　

正　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　

正　
　

前

改 
　
　

正 
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
 
　

正 
　
　

前

2
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規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
佐
賀
県
立
佐
賀
コ

ロ
ニ
ー
を
い
う
。

　

一　

佐
賀
婦
人
寮
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
佐

賀
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

り
設
置
さ
れ
て
い
る
佐
賀
婦
人
寮

　

二　

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
三

年
佐
賀
県
条
例
第
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
み
ど
り
園
及
び
聖
華
園

　

三　

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
条
例
（
昭
和
四
十

　
　

五
年
佐
賀
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
佐
賀
県
立
佐
賀
コ

ロ
ニ
ー

　

四　

佐
賀
県
立
希
望
の
家
条
例
（
昭
和
四
十
八
年

佐
賀
県
条
例
第
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り

設
置
さ
れ
て
い
る
佐
賀
県
立
希
望
の
家

改　
　
　

正　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　

行

参
考
資
料

改 
　
　

正 
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改 
　
　

正 
　
　

前

3




